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法人の名称変更・組織の再編について（お知らせ） 

※ 広島市協同労働支援センターについては７～９ページをご覧ください。 

※ シルバー人材センターと会員の皆様との関係や、皆様の働き方に変更はありません。 

令和７年４月１日から、現行のシルバー事業を実施する「広島市シルバー人材センター」

に加えて、新たに協同労働の普及等を実施する「広島市協同労働支援センター」を設置し、次

のとおり、法人名の変更及び組織の再編を行いました。 

 

 

 

シルバー会員 
（正会員） 

個人会員（60歳以上） 

活動支援 
連 携 

協 同 労 働 団 体 
（一般会員） 

団体会員（構成員の年齢制限なし） 

広島市協同労働支援センター 広島市シルバー人材センター 

仕事の 
登録・提供 

公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター

任せてね‼ あなたと地域のお手伝い 
 

広島市シルバー人材センター (公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター) 

 

事務局だより 

令和 7年度 

４月号 

 

新法人発足式 

４月１日（火）、新法人発足式を実施し、

新たな第一歩を踏み出しました。 

今後は、両センターの事業を推進し、連携

して取り組むことにより、多様な就労機会の

創出の促進を図るとともに、活力ある地域社

会づくりに努め、「広島市シルバー・協同労働

センター」の発展に尽力してまいります。 
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令和７年度の事務局体制は以下のとおりです。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

令和７年度 事務局体制 

所属 役職 氏　名 所属・役職 氏　名

建部　賢次

笹口 八恵美 支部長 百合野 伸二

主　事 小川　智也

臨時職員 竹﨑　昭彦

小林　良充 臨時職員 西本 美帆子

係　長 菊池 亜矢子 臨時職員 三島　誉子

主　事 下尾　遥奈 臨時職員 増中 めぐみ

主　事 中田 はづき 臨時職員 坂根　美佳

主　事 丸澤　真美 就業開拓推進員 西谷　裕二

主　幹 谷中 久美子

臨時職員(上期) 竹口　範子 支部長 曲渕 　曜

臨時職員(下期) 角山　和子 事務推進員 小川 真由美

(事)係長 （小林　良充） 臨時職員 金常　利枝

主　事 中村　浩章 臨時職員 西田　洋美

主　事 野村　英佑 臨時職員 山中　直子

安全推進員 山崎   昇 臨時職員 上信 江美子

就業開拓推進員 小園　幹夫 臨時職員 白銀　洋子

主幹(事)係長 小畑　朋雅 臨時職員 松谷　恵美

主　事 林　朋寛 （湯来連絡所）臨時職員 萬所　良子

主　事 柏木　恵子 就業開拓推進員 畑中　香月

事務推進員 岩田 栄理子

事務推進員 竹本   梓 所長 藤井　伸朗

臨時職員 北山　正恵 事務推進員 平野　基子

臨時職員 猫島　あい 臨時職員 河野 なおみ

主幹(事)係長 上田　和則

主　査 谷中　竜太郎

主　事 船本　健司 センター長 島津　邦也

事務指導員 西本　一宏 主　事 井口　敬介

事務推進員 加藤　雅子 主　事 小西　真央

臨時職員 伊藤 美智子 令和７年４月１日現在

業務第一係

業務第二係

広島市シルバー人材センター北支部

広島市シルバー人材センター佐伯支部

広島市シルバー人材センター安芸出張所

広島市協同労働支援センター

管理係

理事長

常務理事（事）事務局長

広島市シルバー人材センター本部

企画係

センター長（事）本部長

※ 新任者は、 の網掛け

昇格及び内部異動者は、 の網掛け
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当センターでは、令和６年１１月のフリーランス法施行に伴い厚生労働省から示された「シルバ

ー人材センターにおける契約方法の見直しに関する基本方針」に基づき、会員の皆様が請負・委任

の形態で就業する場合の契約方法について、見直しを行います。 

具体的には、会員の皆様がフリーランス法の下で、安心・安全に就業できるよう、発注者・センタ

ー・会員間の契約関係を見直し、発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式とします。 

この見直しにより、形式的には発注者と会員との間で 

契約関係が生じることになりますが、実務面では現在と 

基本的に変わるところはありません。 

なお、この新たな契約方法は、令和７年度から一部の 

契約で適用し、順次拡大していく予定です。 

※新たな契約方法への移行は、請負・委任業務のみです。 
 
 
 

① 会員とセンターの関係について、形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じるこ

とになりますが、実務面では現在と基本的に変わるところはありません。 

会員の皆様には、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りの

こと等があれば、遠慮なくセンターにご相談ください。 

 

② 業務仕様書（就業条件）の明示について、会員の就業に当たり原則として、センターか

ら就業を予定する会員に対して、就業前に、書面または電磁的方法（「Smile to Smile」等）に

より、業務の内容や報酬の額などを記載した「会員業務仕様書」（就業条件）をお示しします。 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

発注者 見直し時期 会員への送付物 

公共 
令和７年４月 会員業務仕様書 

個人・家庭 

民間 未定 
就業条件明示書 

（従来どおり） 

重要 

 

●「Smile to Smile」を利用するには、あらかじめご自身での登録が必要です。登録
をすると、センターから依頼した仕事の内容をいつでもスマホ等で確認ができるうえ、
配分金の明細や、センターからのお知らせなどをご覧いただけます。 

●令和６年９月以降に入会された方には、会員証に同封する形で、「Smile to Smile」
に登録するための関係資料（登録に必要なログイン情報など）を同封しています。 
 

「Smile to Smile」の登録や使用方法を支援する会員
サポーターが懇切丁寧に対応します。開催日等につい
ては、最寄りのシルバー事務所までお問合せください。 
当センターホームページにも掲載しています。 
 

登録方法や使い方が分からない方は、 
「Smile to Smile」相談会にご参加ください 

※未登録の場合でも、就業などの会員活動に影響はありません。 
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区分 令和６年度 令和５年度 差 

傷害事故 ３０件 ２６件 ４件 

賠償事故 ２２件 ２１件 １件 

計 ５２件 ４７件 ５件 

 会 議 開 催 報 告 

３月２７日（木）、安全・適正就業部会を実施しました。 

通常の事故報告に加え、今年１月に募集した「安全スローガ

ン」と「ヒヤリ・ハット」体験記の最優秀作品の選考を行いま

した。また、シルバー会員の安全就業のための取り組みについ

て協議していただきました。 

理事会専門部会 安全・適正就業部会 

 

 会 員 拡 大 の 取 組 

ハローワーク広島就職セミナー 

３月１８日（火）、ハローワーク広島で開催された就職セミ

ナーに参加しました。セミナーでは、参加された高齢者が自身

に合う働き方を実現できるよう、シルバー人材センターでの働

き方について説明しました。 

安全はすべてにおいて優先する 

事 故 発 生 状 況 

（各年度３月末現在） 

★４月の安全スローガン 

令和6年度の発生状況は次のとおりです。 

傷害事故は、昨年度と比較して４件増加しています。事故の内訳は、転倒事故が最も多く

１０件発生しています。 

  賠償事故は、昨年度に比べて１件増加しました。賠償事故の多い業種は、草刈り業務と剪

定業務とで、１５件発生しています。 

 

無理なこと できないことを 言う勇気 
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  広島城の清掃を行いました 

３月２５日(火)、広島城周辺の特別清掃を行いました。当センターでは、１年を通して

定期的に広島城の清掃を実施していますが、屋外清掃に就業する会員の増加や就業率の

向上を目的に、毎年１回この時期に行っています。 

 少し汗ばむような陽気のなか、通常の業務を行う作業班の会員と今回参加した５７名

の会員が力を合わせ、無事に清掃作業を行うことができました。 

 付近の公園等を利用される方々からは「ありがとう」、「気持ちよく公園を利用できま

す」などといったお声を頂きました。これからもより多くの方がシルバーパワーを発揮

できるよう、様々な就業の場をご提供できればと思います。 

作業班長の指示に

より、安全に作業を

実施できました。 

 
常に安全確認を行い、 
事故やけがをしないよう 
気をつけてください。 

３月１１日（火）、可部運動公園（北支部主催１４名）と太田川河川敷(本部主催２７

名)で刈払機取扱講習会を開催しました。 

 これから刈払機を使う予定の会員などが集まり、刈払機を安全に取り扱うために必要

な知識や技術を学びました。 

 刈払機の仕組みやメンテナンス方法についての講義の後、初心者の方を中心に講師の

指導を受けながら、実際に刈払機を使って、安全な刈り方を実習していただきました。 

天気が悪く、寒風吹きすさぶ中にもかかわらず、参加された皆さんは熱心に取り組ま

れていました。 

 これからも安全第一をモットーに、事務局と会員が力を合わせて「事故ゼロ」を目指

していきます。 

 刈払機取扱講習会を開催しました 
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広島みなと公園で行われた「第１２回 広島みな

とフェスタ」に参加し、来場者に会員募集チラシな

どを配布してシルバー事業のＰＲを行いました。 

また、シルバーリサイクルショップのリサイクル

衣料とシルバー会員製作の小物の展示販売も行い、

大変好評でした。 

広島みなとフェスタに参加しました 

シルバー会員が製作した小物などが、多くの来場者の方の目に触れる場となりました。 

 

２０２５年 4 月１8 日 (金) 9：30～11：30 

場所 ： 佐伯支部 

 

２０２５年 ５ 月 1 日 (木) 9：30～11：30 

場所 ： 本部４階 会議室 
切り絵同好会の活動も実施予定です！！ 

 

 高齢者いきいき活動ポイント対象事業（１ポイント） 会員交流の場です！ 

ぜひお気軽に 

お越しください！！ 
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これまで事務局だよりなどで準備状況をお伝えしてきました、「広島市協同労働支

援センター」を４月１日に開設いたしました。多様な働き方を実現しつつ、地域の活

力低下や担い手不足等の地域課題の解決に資する協同労働という働き方の一層の普

及・促進に取り組んでまいります。 

会員の皆様も、協同労働に興味のある方、団体の立ち上げを考えている方はお気軽

にご来所ください。 

センターの活動報告や学習会等の催しのご案内、協同労働団体の情報などを今後も

当コーナーにてお伝えしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

３月２７日（木）、安佐北区地域福祉センターで協同労働学習会が開催されました。 

学習会では、約３０名の参加者の中、住民の困りごと支援やサロンを中心に活動

されている団体『タンポポのわたげ』による活動内容の紹介や、質疑応答などがあ

りました。 

協同労働学習会は今年度も市内各区などで開催していきます。ご興味のある方は

ぜひご参加ください。 

広島市協同労働支援センター 
 
〒730-0005  広島市中区西白島町２３－９  公益社団法人広島市シルバー ・協同労働センター内 

電話番号 082-554-4400 （日日 を除く８時３０分〜1７時１５分） F A X 082-554-4401  

ホームページ https://kyodo-rodo.jp  

E-mail kyodo-shien@sjc.ne.jp 

Facebook https://www.facebook.com/kyodorodo1 

コーナー 

 ４月１日、広島市協同労働支援センターを開設しました！ 

 

 ３月２７日、協同労働学習会(安佐北区)が開催されました 

 

広島市協同労働支援センター 

Facebook を開設しました！ 

最新情報はこちらでチェック 

←建物内にセンターの案内看板を設置しております。 
この看板を目印にお越しください。 
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広島市協同労働支援センターは、 

総合相談窓口を設けて、協同労働に関する各種相談に応じるとともに、 

協同労働団体の立ち上げや、立ち上げ後の継続的な活動などを支援します。 

コーディネーターが対応しますので、お気軽にご相談ください。 

協同労働について、詳しく知りたい。（協同労働の仕組み、活動事例など） 

協同労働団体の立ち上げを検討したい。（団体の立ち上げまでの手順、補助金の活用など） 

立ち上げた協同労働団体の活動を継続・発展させたい。（専門家の派遣、研修など） 

協同労働の活動について、地域団体等の理解や協力を得たい。など 

⇒詳しくは、裏面をご覧ください。 
 

協同労働は、  

皆が自らできる範囲で出資し 

皆が対等な立場でアイデアを出し合って 

人と地域に役立つ仕事に取り組む仕組みで 

出資・経営・労働が一つになった働き方です。 
 

※ 広島市内では、36 団体、450 人以上（令和７年３月現在）が、仲間と共に地域課題の解決を目
指し、一人一人が主人公となって取り組んでいます。 

協同労働の仕組み 

出資     経営      労働 

協同労働団体の活動の例 

・庭の草取りや植木のせん定、買い物など生活の困り事支援 

・祭りやイベントなど地域行事のお手伝い（町内会等と連携） 

・カフェや食堂、サロンなど住民の交流の場づくり 

・農業従事者の困り事支援、農地などの草刈り 

・地域の資源を生かしたイベントの開催 

・地域の子育て支援拠点づくり、子育ての応援 

・スポーツを通じたこどもの心と体の健全育成 

・医療・介護などの専門職による健康相談 

 

広島市協同労働支援センター 
（公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団） 
 

〒730-0005 広島市中区西白島町２３-９（広島市シルバー・協同労働センター内） 

TEL：（０８２）554-4400          FAX：（０８２）554-4401 

Email：kyodo-shien@sjc.ne.jp  HP： https://kyodo-rodo.jp/ 

 

    

令和７年４月に、多様な働き方を実現しつつ、地域の活力低下や担い手不足等の地域課題の解決
に資する協同労働という働き方の一層の普及・促進に取り組む「広島市協同労働支援センター」を
開設しました。広島市と連携し、様々な事業を実施します。 

（公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター） 
                     

※広島市協同労働プラットフォームは、広島市協同労働支援センターに変わりました。 

                     

 

・持続可能な運営を目指
せる！ 

・メンバー全員の意見を 
反映した運営ができる！ 

・対価（報酬）が得られて、
やりがいにつながる！ 
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総合相談窓口の設置・運営 

総合的な相談窓口を設置し、団体の立ち上げから運営におけ
る様々な有益な情報の提供や課題解決策の支援をワンストップ
で行います。 

コーディネーターの派遣 
団体が抱える課題解決への助

言など、団体の立ち上げから運
営に係る伴走型の支援として 
専門コーディネーターの 
派遣を行います。 

地域団体、ひろしまLMOとの連携支援 

多様化する地域課題に対応する
ため、協同労働団体とひろし 
まＬＭＯ、各種地域団体との 
連携の強化に取り組みます。  

研修の実施 
団体の活動に必要な知識や技

能について、シルバー事業で 
の知見等を活かし、除草作業 
や植木のせん定、家事援助 
などの研修を実施します。 

専門家等の派遣 
事業経営全般や、労務、会計、

ＩＴなど広範囲の分野にわたり、
経営コンサルタント、社会保険労
務士、税理士などの専門家等の派
遣を行います。 

協同労働団体の話し合いの場の提供 

広島市協同労働支援センター内のコミュニテイスペースや会議室（要予
約）を、協同労働団体の話し合いの場としてご利用いただけます。 

広島市協同労働支援センター事業のご案内  
協同労働という働き方を広く市民や地域団体等にお知らせします。 

 

団体等に周知します 
勉強会等の開催 

新たな協同労働団体の立ち
上げにつながるよう、市民等を
対象に 
・ 協同労働勉強会 
・ 取組事例発表会 
・ 協同労働体験会 
を開催します。 

協同労働団体の立ち上げや立ち上げ後の活動をバックアップします。 

 

 

普及啓発 
協同労働団体の活動内容等を紹

介するリーフレットの配付や動画
の配信、ホームページ、ＳＮＳ 
を活用した情報発信を行います。 

＜ご連絡＞ 
 
 

まずは、電話

かメールでご

連絡、または、

支援センター

に来所してく

ださい。 

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

＜ご相談＞ 
 
 

ご相談内容を

聞き、事業及び

サポート内容、

スケジュール

についてご説

明します。 

 

事業化・事業計
画作成サポート 

 
お話を伺いなが
ら、課題や想い、
事業のアイデア
などを整理し、ま
とめ、事業計画書
の作成支援を行
います。 

＜補助金申請＞ 
 
 

事業計画を基に、 

広島市「協同労

働立ち上げ補助

金」申請書の作

成の協力を行い

ます。 

STEP5 

立上げ後の 
サポート  

補助金が交付

され、事業が開

始された後も、

活動が円滑に

進むようにサ

ポートします。 

事業の立ち上げの目途
がたった団体を対象と
して、立ち上げに要す
る費用の一部を補助し
ます。 

 
〇補助内容 補助率 

1/2（上限100万円）  
〇申請時期 年２回 
（7月、11月（予定）） 

是非、お気軽に 
ご参加ください。 

関係機関、関係団体との連携による広報 

関係機関や関係団体の会合等で
のリーフレットの配付や、団体の広
報誌等に記事を掲載します。 

広島市の補助制度 

 

 

 

協同労働団体の立ち上げまでの支援の流れ（広島市の補助制度活用の場合） 
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